
○

株
式
の
消
却
の
手
続
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
五
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

証
券
取
引
所

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二

一

証
券
取
引
所

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二

条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
証
券
取
引
所
を
い
う
。

条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
証
券
取
引
所
を
い
う
。

二

証
券
業
協
会

証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
証
券
業
協
会

二

証
券
業
協
会

証
券
取
引
法
第
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
証
券
業
協

を
い
う
。

会
を
い
う
。

三
〜
八

（
略
）

三
〜
八

（
略
）
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